
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号

飼
料
需
給
安
定
法

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
政
府
が
輸
入
飼
料
の
買
入
、
保
管
及
び
売
渡
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
飼
料
の
需
給
及
び
価

格
の
安
定
を
図
り
、
も
つ
て
畜
産
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
輸
入
飼
料
」
と
は
、
輸
入
に
係
る
麦
類
、
ふ
す
ま
、
と
う
も
ろ
こ
し
そ
の
他
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
飼
料
の
用
に
供
す
る
も
の
と
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
た
も
の
を
い
う
。

（
飼
料
需
給
計
画
）

第
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
輸
入
飼
料
の
買
入
、
保
管
及
び
売
渡
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
飼
料
需
給
計

画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
。

（
飼
料
の
買
入
）

第
四
条
　
政
府
は
、
飼
料
需
給
計
画
に
基
づ
き
、
大
麦
及
び
小
麦
に
つ
い
て
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ

及
び
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
入
れ
を
行
う
ほ
か
、
輸
入
飼
料
（
大
麦
及
び
小
麦
を
除
く
。
次

項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
飼
料
の
買
入
は
、
入
札
の
方
法
に
よ
る
一
般
競
争
契
約
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
指
名
競
争
契
約
又
は
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
飼
料
の
売
渡
）

第
五
条
　
政
府
は
、
飼
料
需
給
計
画
に
基
き
、
そ
の
保
管
す
る
輸
入
飼
料
を
売
り
渡
す
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
飼
料
の
売
渡
は
、
入
札
の
方
法
に
よ
る
一
般
競
争
契
約
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
指
名
競
争
契
約
又
は
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
飼
料
の
売
渡
を
す
る
場
合
の
予
定
価
格
は
、
当
該
飼
料
の
原
価
に
か
か
わ
ら
ず
、

国
内
の
飼
料
の
市
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
を
参
しヽ
やヽ
くヽ
し
、
畜
産
業
の
経
営
を
安
定
せ
し
め
る
こ
と
を
旨
と
し
て

定
め
る
。

（
売
渡
の
附
帯
条
件
）

第
六
条
　
政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
輸
入
飼
料
を
売
り
渡
す
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
売
渡
に
係
る

輸
入
飼
料
（
こ
れ
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
た
飼
料
を
含
む
。
）
の
譲
渡
又
は
使
用
に
関
し
、
地
域
又
は

時
期
の
指
定
、
価
格
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
附
さ
れ
て
輸
入
飼
料
の
売
渡
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
条
件
に
違
反
し
た

と
き
は
、
当
該
違
反
に
係
る
輸
入
飼
料
の
売
渡
価
格
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
金

額
に
相
当
す
る
額
の
違
約
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
附
さ
れ
て
輸
入
飼
料
の
売
渡
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
条
件

に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
後
二
年
間
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
の
方
法
に
よ

る
競
争
に
加
わ
ら
し
め
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
飼
料
の
需
給
が
ひ
つ
迫
し
た
場
合
の
特
例
）

第
七
条
　
政
府
は
、
国
内
の
飼
料
の
需
給
が
ひ
つ
迫
し
そ
の
価
格
が
著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
安

定
さ
せ
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
諮
り
、
そ
の
所
有
に

係
る
小
麦
を
売
り
渡
す
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
小
麦
か
ら
生
産
さ
れ
る
ふ
す
ま
の
譲
渡
又

は
使
用
に
関
し
、
地
域
又
は
時
期
の
指
定
、
価
格
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
附
さ
れ
て
小
麦
の
売
渡
を
受
け
た
者
に
つ

き
準
用
す
る
。

（
売
渡
の
価
格
等
の
公
表
）

第
八
条
　
政
府
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
飼
料
を
売
り
渡
し
た
と
き
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
条
件
を
附
し
て
小
麦
を
売
り
渡
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
売
り

渡
し
た
輸
入
飼
料
の
価
格
、
品
目
、
数
量
、
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
附
し
た

条
件
を
、
買
受
人
別
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
飼
料
の
買
換
及
び
交
換
）

第
八
条
の
二
　
政
府
は
、
そ
の
保
管
す
る
輸
入
飼
料
の
品
質
の
低
下
に
よ
り
著
し
い
損
失
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
輸
入
飼
料
を
、
そ
の
飼

料
と
同
一
の
品
目
で
同
一
の
数
量
の
飼
料
に
買
い
換
え
、
又
は
こ
れ
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
買
換
の
た
め
の
売
渡
及
び
買
入
は
、
同
時
期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
府
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
換
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
価
額
が
等
し
く
な
い
と
き
は
、
そ
の
差

額
を
金
銭
で
補
足
し
、
又
は
補
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
換
又
は
交
換
に
よ
つ
て
政
府
が
取
得
し
た
飼
料
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
輸
入
飼
料
と
み
な
す
。

（
報
告
の
徴
取
等
）

第
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水

産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
輸
入
飼
料
の
輸
入
業
者
、
倉
庫
業
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
加
工
業
者
又
は

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
附
さ
れ
て
小
麦
の
売
渡
を
受
け
た
者
か
ら
、
輸
入
飼
料
又
は
条
件
を
附
さ

れ
て
売
渡
を
受
け
た
小
麦
か
ら
生
産
さ
れ
た
ふ
す
ま
の
在
庫
、
販
売
の
数
量
、
価
格
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し

報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
に
事
務
所
、
事
業
場
、
倉
庫
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
つ
て
調
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
且
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
何
時
で
も
こ
れ
を
呈
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
委
任
事
項
）

第
十
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
政
令
に
委
任
す
る
も
の
の
外
、
こ
の
法
律
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
二
十
日
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定

め
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
四
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号
）

１
　
こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下
「
関

係
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第
一
一
三
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
八
項
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十

八
条
第
二
項
中
第
六
十
一
条
第
八
項
の
準
用
に
係
る
部
分
、
第
六
十
九
条
中
第
六
十
三
条
の
準
用
に
係
る
部

分
、
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
九
十
条
中

第
八
十
五
条
第
二
号
に
係
る
部
分
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
附
則
第
十
条
、
附
則
第

十
三
条
（
食
糧
管
理
特
別
会
計
法
（
大
正
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
食
糧
管
理
」
を

「
食
糧
ノ
需
給
及
価
格
ノ
安
定
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
十
六
条
の
規
定
　
平
成
七
年
四
月

一
日
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
が
平
成
七
年
四

月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の
政
令
で
定
め
る
日
）

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
四
日
法
律
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
一
日
法
律
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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